
別紙１ 公共施設等運営事業の対象施設 
奈良少年刑務所の敷地（奈良市般若寺町１８番１ないし４，４０番１，４１番及

び３６５番１，奈良市川上町４７４番２，４７５番１，４７８番２，４７８番３，

４７９番並びに９１５番１ないし３）に所在する，文化財保護法第２７条第１項の

既定により重要文化財に指定された施設（下表のとおり。）及び同法第１７２条第

１項括弧書の既定により管理団体に指定された者に管理を行わせることとなる施

設を対象とする。 

 


